
新見市切り捨て間伐支援事業 

 

趣 旨 

長期的な木材価格の低迷による林業の収益性の悪化等により未整備林が増大する中、森林の公益的

機能の発揮及び森林所有者の生産意欲の向上を図るため、切り捨て間伐を実施する場合の経費の一部

に対して補助金を交付する。 

 

概 要 

【事業内容】 切り捨て間伐を実施する場合の経費の一部を補助する 

【補助対象者】 自己が所有又は管理する森林において切り捨て間伐を行った者 

【補助要件】 対象森林が国（森林環境保全直接支援事業）又は県（おかやま元気な森づくり事

業）の補助を受けていること 

【補助金額】 施業に要した費用に応じ、森林所有者の負担額が概ね1割となるよう算定した額（国

又は県補助金へ上乗せ） 

 施業に要した費用（実績額）と補助を受けた国又は県補助金額算定に係る標準単価

に事業量（ha）を乗じた額（標準経費）とを比較し、実績額の方が低い場合 

実績額を基準とし、国又は県及び市の補助割合（〔国又は県補助金額+市補助金

額〕／実績額）が上限 90％となるよう上乗せ補助 
                       

  標準経費（国又は県）               
                       

  実績額               

           
上限 9割 

       
                  

  補助金額 国又は県 市      

                       

              森林所有者負担 約 1 割  
                       

 施業に要した費用（実績額）と補助を受けた国又は県補助金額算定に係る標準単価

に事業量（ha）を乗じた額（標準経費）とを比較し、標準経費（国又は県）の方が低い

場合 

標準経費（国又は県）を基準とし、国又は県及び市の補助割合（〔国又は県補助金

額+市補助金額〕／標準経費）が上限 90％となるよう上乗せ補助 
                       

  実績額               
                    

  標準経費（国又は県）               

           
上限 9割 

      
                 

  補助金額 国又は県 市     

                       

             森林所有者負担 1 割～  
                       

 

比較 

比較 

上乗せ 

上乗せ 


